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暮らしの情報

家族の社会保険などの被扶養者に
該当すると思われる人へ
　国民健康保険に加入している人で、
年間収入金額が基準未満の人は、家族
が加入している社会保険などの被扶養
者になれる場合がありますので、家族
の勤務先にお問い合わせください。　
※社会保険などの被扶養者になった場
合は、国保年金課への資格喪失の届け
出が必要です。
▪問国保年金課（☎537-5736）

国民年金室からのお知らせ
（☎537-5617）
◎「年金生活者支援給付金」の請求は6
年1月4日㈭までに手続きを
　公的年金の収入やほかの所得額が基
準以下の年金生活者を支援するため年
金に上乗せして支給するものです。給
付金の受け取りには請求書の提出が必
要です。該当者には、はがきの請求書
を9月に送付しています。6年1月5日
㈮を過ぎて請求した場合、請求の翌月
分以降からしか受け取ることができま
せんので、手続きはお早めに。
◎国民年金受給権者や特別障害給付金
受給資格者が死亡したときは届け出
を
　存命中に受給できる年金等を受け取
らずに亡くなった場合は、同一生計の
遺族（配偶者、子、父母などの順）が、死
亡月までの未支給分の年金等を請求す
ることができます。
▪問障害基礎年金・旧法障害年金・遺族基
礎年金・寡婦年金の受給権者、特別障
害給付金受給資格者が死亡した場
合：本庁舎1階⑩番窓口、各支所、本
神崎・一尺屋連絡所へ。
　上記以外の年金受給権者が死亡した
場合：大分年金事務所（東津留二丁目　
☎552-1211�自動音声案内1→2）へ。

事業所税の申告（納付）のお願い
▪対市内にある事業所などで、合計床面
積が1,000㎡を超えるか、勤務する
従業者数が100人を超える事業者
（個人・法人）
▪申申告（納付）期限　◦法人�事業年度
終了の日から2カ月以内　◦個人�
翌年の3月15日まで
▪他・▪問税額の計算方法など詳しくは、市
ホームページをご覧になるか、税制
課（☎537-7314）へ。

医療費のお知らせを医療費控除に
利用する人へ
　2カ月に一度市国保の加入者に医療
費のお知らせを送付していますので、
内容をご確認の上、保管してください。
11・12月診療分は3月上旬送付予定で
す。お知らせが届くよりも前に確定申
告を行う場合は、「医療費控除の明細
書」を作成し添付する必要があるため、
領収書の保管をお願いします。
▪問国保年金課（☎537-5735）

農耕作業車・小型特殊自動車は
公道走行の有無に関わらず
申告が必要です
　乗用装置付きトラクターやコンバイ
ンなどの農耕作業車、フォークリフト
などの小型特殊自動車の所有者は、軽
自動車税（種別割）の申告が必要です。
まだ申告していない人は税制課（第2
庁舎3階　☎537-7314）または東部・
西部資産税事務所、各支所、本神崎・一
尺屋連絡所で手続きをしてください。
申告に必要なものなど詳しくは、お問
い合わせください。

ご存じですか
ヘルプマーク・ヘルプカード
　援助が必要なことを
知らせる目印です。この
マークを見かけたら、電
車やバス内で席を譲る、
困っているようであれ
ば声を掛ける等の行動
をお願いします。ヘルプ
マーク・ヘルプカードは障害福祉課（本
庁舎1階⑮番窓口）、保健所保健予防課
（保健所2階）、各支所、東部・西部保健
福祉センターで配布しています。
▪問障害福祉課（☎537-5786）

12月は年末完納促進
強化月間です
　国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料・介護保険料の納付はお済みです
か。期限までに納めないと、納めた人
との間に負担の公平さを欠くことにな
ります。必ず納期限までに納めましょ
う。納付は、便利で確実な「口座振替」
をご利用ください。
▪問◦国保税など�国保年金課（☎537-
5738）　◦介護保険料�長寿福祉課
（☎537-5741）

ヤングケアラーをご存じですか
　ヤングケアラーとは、本来大人が担
うと想定されているような家事や家族
の世話などを日常的に行っている子ど
ものことです。子どもが子どもらしく
いられるためには、私たち周囲の大人
がヤングケアラーを正しく理解するこ
とが大切です。
　相談など詳しくは、中央子ども家庭
支援センター（☎537-5688）、東部子
ども家庭支援センター（☎527-2140）、
西部子ども家庭支援センター（☎541-
1440）へ。

休日もマイナンバーカードの
申請・受け取りができます
▪時11月26日㈰　午前9時～午後3時　
※大南・大在・坂ノ市・明野・佐賀関・
野津原支所は正午まで
▪他交付通知書に記載の場所までお越し
ください。カードの受け取りは予約
不要（佐賀関・野津原支所は要予約）
で、申請補助は予約が必要です。
▪申・▪場・▪問市民課（本庁舎1階　☎537-
7298）または各支所へ。

マイナンバーカード
出張申請サポート
　市内の施設で、マイナンバーカード
の申請をお手伝いします。日時など詳
しくは、市ホームページをご覧になるか、
問い合わせ窓口（☎050-1750-0936）
へ。

未登記家屋の所有者が変わった
ときは届け出を
　未登記の家屋は、売買・贈与・相続な
どで所有者が変わったときは届け出が
必要です。届け出がない場合、前所有
者に課税されますので、早めに届け出
を済ませてください。
▪問資産税課（☎537-7291）、東部資産
税事務所（☎527-2132）、西部資産
税事務所（☎541-1406）

お知らせ

マーク・略語について
▪時�日時・期間　▪場�場所　▪内�内容　▪講�講師　▪対�対象　▪定�定員
▪料�料金　▪申�申込み　▪持�持ち物　▪他�その他　▪問�問い合わせ
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市民税・県民税を特別徴収
（給与天引き）にしましょう
　市民税・県民税の特別徴収は、法律等
で事業主に義務付けられた制度で、市
では特別徴収を推進しています。普通
徴収の年4回払いが給料引きの年12回
払いになるなど、従業員に便利な制度で
す。詳しくは、市民税課（☎537-5731）
へ。

市孝養賞を表彰します
▪時11月8日㈬　午後1時～4時
▪場 J:COM�ホルトホール大分�大ホール
▪内受賞者：金﨑�真由美（下戸次）、金﨑�
美和（下戸次）、戸次�由美（下戸次）　
※敬称略
▪問長寿福祉課（☎537-5679）

特別障害者手当などを
11月10日㈮に振り込みます
　11月期分の特別障害者手当や障害
児福祉手当、福祉手当（経過措置分）を
受給者の指定口座に振り込みます。振
り込みのない人は、ご連絡ください。
▪問障害福祉課（☎537-5786）

プレママ・パパおしゃべり講座
参加者募集
▪時 12月9日～23日（土曜日・全3回）　
午前10時～11時30分
▪対安定期の初妊婦（5カ月～）
▪定10人（先着順）
▪申・▪場・▪問直接または電話で、11月2日㈭
から地域子育て支援室（J:COM�ホル
トホール大分2階　☎576-8245）へ。

会計年度任用職員募集
▪時任用期間：6年3月31日㈰まで
▪内納税通知書発送事務、各種税証明発
行事務など
▪対パソコンの基本操作ができる人
▪他・▪問申込期間は、11月1日㈬～15日㈬。
必要書類など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、資産税課（☎537-
5610）へ。

送付と振込

募　集

無料

地区育苗センター
6年度の新規開設募集
▪内事業内容：育苗センターは、市が提供
した種子・資材等を用いて花を育て、
花壇に植えるほか、地域住民に配布
するボランティア活動です。
　設置要件：◦育苗する場所と花壇の
合計面積が30平方メートル程度ある
こと　◦設置場所の土地所有者の許
可があること　◦花壇が誰でも自由
に見ることのできる場所にあること
▪対団体（個人の場合は要相談）
▪他・▪問申請方法など詳しくは、公園緑地
課（☎537-5975）へ。

認知症サポーター養成講座
受講団体募集
▪時平日午前8時30分～午後5時15分
（原則1時間30分程度）
▪内認知症の基礎知識と認知症の人への
接し方を学習
▪対おおむね5人以上の団体
▪他会場は実施団体で用意してください
（会場使用料などは団体負担）。
　※講師料、資料代は無料
▪申・▪問長寿福祉課（第2庁舎2階）に備え
付けの申込書（市ホームページでダ
ウンロードも可）に記入し、同課（☎
537-5771）へ。

あなたの意見を募集！
「ごみ処理施設の跡地利用」
▪内対象施設：佐野清掃センター、福宗環
境センター
▪対市内外、法人個人を問わず、すべての
人・団体・企業
▪申期間：11月22日㈬まで
▪他・▪問11月27日㈪～12月26日㈫に個
別の対話を実施します。申込方法な
ど詳しくは、清掃施設課（☎537-
5659）へ。

協働のまちづくり大賞
活動事例募集
　自治会・町内会やその活動を支援す
るNPO法人やボランティア団体等が
行う、住みよいまちづくりのために取
り組んでいる活動事例を募集します。
▪申期間：11月1日㈬～12月1日㈮〈必
着〉
▪他・▪問応募方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、市民協働推
進課（☎537-7251）へ。

無料
特殊詐欺等防止機能付き
電話機等の
購入費を助成します
▪内補助額：補助対象経費の3分の2（上限
1万円）　※1世帯につき1回限り
▪対◦市内に住所を有し、かつ居住をし
ている人　◦申請日時点で、満65歳
以上の人がいる世帯
▪他・▪問補助要件や申請方法など詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、
生活安全・男女共同参画課（☎537-
5997）へ。

原子爆弾被爆者二世の人へ
健康診断を行います
▪場委託医療機関
▪対両親またはそのどちらかが原子爆弾
被爆者で、市内に居住している人
▪他申込期間は、11月30日㈭まで。対象
者には、申込書を送付しています。
▪問保健所保健予防課（☎535-7710）

市営納骨堂間接参拝壇を
増設します
▪内追加壇数：48壇〈11月1日㈬受付開
始〉
▪対使用許可申請書提出日の3カ月前か
ら市内に居住し、同一世帯員が間接
参拝壇を3壇以上お持ちでない人。
なお、焼骨を所有していない場合は
申込み時点で年齢が65歳以上の人。
　※分骨は申込不可
▪他・▪問追加分の申込方法など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、保
健所衛生課（☎536-2854）へ。

高額介護サービス費の
支給申請制度をご存じですか
　介護サービスの利用者負担額が限度
額を超えた場合、超えた額の払い戻し
が受けられます。支給の対象になった
人には、申請のご案内をお送りします。
詳しくは、市ホームページをご覧にな
るか、長寿福祉課（☎537-5742）へ。

無料人権相談を行います
▪時12月6日㈬　午前10時～正午、午後
1時～3時　※予約不要
▪内相談内容：人権問題について
　相談員：人権擁護委員
▪場・▪問人権啓発センター（ヒューレおお
いた）〈J:COM�ホルトホール大分1
階　☎576-7593〉

毎週日曜日　午前11時45分～11時50分　TOSテレビ大分
（市内のケーブルテレビ局でも放送中）
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